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盛土に関する規制強化を求める意見書

令和３年７月の東海や中国、九州地方を中心とした梅雨前線の影響によ
る記録的な豪雨は、各地で河川の氾濫や堤防の決壊、土砂災害等の被害を
もたらした。中でも、静岡県熱海市で発生した大規模な土石流は、多くの
住宅等を飲み込み、多数の死傷者を出すなど、甚大な被害を発生させたが、
土石流の起点付近に確認された大量の盛土の大部分が崩落、流出したこと
が被害を拡大させた要因であると考えられている。
盛土の造成は、宅地造成等規制法や都市計画法、森林法などにより、目
的や場所によって規制されるが、法令の規制対象外であるものは、崩落、
流出による災害の防止のため、一部の地方自治体では条例により規制を行
っている。
しかし、条例の内容や罰則等に差があるほか、罰則には地方自治法で上
限が定められていることから、より規制が緩やかな所に盛土の造成が集中
するなど、地方自治体ごとの規制には限界がある。
また、最終的な解決手段として、放置された土砂などの撤去や排水施設
の整備等を行政代執行により行うことがあるが、自治体の財政的な負担は
非常に大きい。
自然災害が頻発化、激甚化する中、盛土の流出や崩落による災害を防止
するためには、全国統一の安全基準や違反時の罰則などを定める法制度が
必要不可欠である。
よって国においては、盛土に関する規制強化を図るため、下記事項に取
り組むよう強く要望する。

記
１ 盛土の流出や崩落による災害を防止するため、新たな法制度を整備す
ること。
２ 盛土に関する全国統一の安全基準を定めるとともに、その違反行為に
抑止力のある罰則規定を設けること。
３ 地方自治体が行政代執行を行う場合に、自治体の負担を軽減するため
の財政支援制度を創設すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。


